
平成２５年度 第２回京都府入札制度等検討委員会

次 第

日時：平成２６年２月２８日(金)

（１０：００ ～ １２：００）

場所：御所西 京都平安ホテル

２階 朱雀

１ 開 会

２ あいさつ

３ 議 事

(1) 公共事業に関する最近の状況について （資料１）

(2) 平成２５年度 入札契約制度の見直しについて （資料２）

(3) 入札の実施状況等について （資料３）

(4) 予定価格の事後公表対象工事の拡大について （資料４）

(5) 作業員等の時間拘束を伴う業務委託に係る最低制限価格の設定について

（資料５）

(6) その他 （資料６）

４ 閉 会



「京都府入札制度等検討委員会」

委 員 名 簿

平成２６年２月２８日現在

役 職 委 員 名 現 職 摘 要

沖 田 康 彦 京都府商工会連合会会長
お き た やす ひこ

川 勝 健 志 京都府立大学公共政策学部准教授
か わかつ た け し

委 員 楠 茂 樹 上智大学法学部准教授
くすのき し げ き

関 根 英 爾 ジャーナリスト（元京都新聞論説委員）
せ き ね え い じ

山 下 信 子 弁護士
や ま し た の ぶ こ

（敬称略、五十音順）
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公共事業に関する

最近の状況について

（資料１）
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建設投資等の推移

本委員会発足 平成２３年１０月

建設産業を取り巻く環境

建設投資の急激な減少に伴い、受注競争が

激化し、受注高の減少、ダンピング受注、企
業の利益率の悪化、人員削減等が進行

建 設 企 業

ダンピング受注、下請へのしわ寄せ等から
技能労働者（職人）の賃金の下落等就業者の
労働環境が悪化し、入職者の減少、高齢化が
進行

建 設 労 働 者

地域の安心・安全
の担い手である建設
企業の事業継続に危
機的状況

現場の担い手の確
保、技術の承継等に
懸念

地域づくり、地域の安心・安全の担い手として中長期的に持続可能な建

設産業の構築が課題

（資料１）
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平成25年度補正予算及び26年度当初予算案
「１４か月予算」案の規模

経済を支える社会基盤整備費

（資料１）
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地元建設業界の景況感 ①

出典：建設業景況調査（西日本建設業保証㈱）

出典：建設業景況調査（西日本建設業保証㈱）

受注減少の懸念が減少

人手不足の懸念が拡大

地元建設業界の景況感 ②

（資料１）
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技術者・技能労働者の減少及び高齢化

（資料１）
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背景

○近年の建設投資の⼤幅な減少による受注競争の激化により、ダンピング受注や下
請企業へのしわ寄せが発⽣。

●建設業法等の一部を改正する法律案
建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（入契法）
・浄化槽法・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）

→離職者の増加、若年⼊職者の減少等による将来の⼯事の担い⼿不⾜等が懸念
○維持更新時代の到来に伴い解体⼯事等の施⼯実態に変化が発⽣。
→維持更新時代に対応した適正な施⼯体制の確保が急務

建設⼯事の適正な施⼯とその担い⼿の確保が喫緊の課題

概要

■ダンピング防⽌を公共⼯事の⼊札契約適正化の 手抜き工事や下請へのしわ寄せを防止

ダンピング対策の強化と建設工事の担い手の確保

■建設業者及びその団体による担い⼿確保・育成

ダンピング防⽌を公共⼯事の⼊札契約適正化の
柱として追加【⼊契法】

■公共⼯事の⼊札の際の⼊札⾦額の内訳の提出を
義務付け、発注者はそれを適切に確認【⼊契法】

手抜き工事や下請へのしわ寄せを防止

見積能力のない業者が最低制限価格
で入札するような事態を排除
談合の防止

業界による自主的な取組を促進する

■建設業の許可に係る業種区分を約40年ぶりに⾒ 解体工事について、事故を防ぎ、工事

維持更新時代に対応した適正な施工体制の確保

並びに国⼟交通⼤⾂による⽀援の責務を明記
【建設業法】

ことにより、建設工事の担い手の確
保・育成を推進

■建設業許可に係る暴⼒団排除条項を整備すると

■建設業の許可に係る業種区分を約40年ぶりに⾒
直し、解体⼯事業を新設【建設業法】

■施⼯体制台帳の作成・提出義務を⼩規模⼯事に
も拡⼤（下請⾦額による下限を撤廃）【⼊契法】

維持修繕等の小規模工事も含め、
施工体制の把握を徹底することにより、
手抜き工事や不当な中間搾取を防止

の質を確保するため、必要な実務経験
や資格のある技術者を配置

■建設業許可に係る暴⼒団排除条項を整備すると
ともに、受注者が暴⼒団員等と判明した場合に
公共発注者から許可⾏政庁への通報を義務付け
【建設業法】【⼊契法】
※許可が不要な浄化槽⼯事業・解体⼯事業の登録について
も暴⼒団排除条項を整備【浄化槽法】【建設リサイクル法】

建設業・公共工事からの暴力団排除
を徹底

※そ 他 許可申請書 閲覧制度に 個⼈情報を含む書類を除外する等 必要な改正を措置

品確法（※）改正等の入札契約制度の改革と一体となって、
現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工とその担い手の確保を実現

（※）公共工事の品質確保の促進に関する法律

※その他、許可申請書の閲覧制度について個⼈情報を含む書類を除外する等、必要な改正を措置

（資料１）
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